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          主    文 

１ 1 審原告の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。 

２ １審被告は、１審原告に対し、９４億２６３８万９２６０円及びこれに対す

る令和２年２月８日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。 

３ １審原告のその余の請求を棄却する。 

４ １審被告の控訴を棄却する。 

５ 訴訟費用は第１、２審を通じて、これを９分し、その１を１審原告の、その

余を１審被告の負担とする。 

６ この判決第２項は、仮に執行することができる。 

        事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

１ １審原告 

⑴ 原判決中１審原告の敗訴部分を取り消す。 

⑵ １審被告は、１審原告に対し、４９億８７３２万２５４０円及びこれに対す

る平成２９年２月１６日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。 

２ １審被告 

⑴ 原判決中１審被告の敗訴部分を取り消す。 

⑵ 上記取消しに係る１審原告の請求を棄却する。 

第２ 事案の概要（略語は、特に断りのない限り、原判決の例による。以下同じ。） 

 １ 本件は、１審原告が、１審被告との間で、段ボール等の再生資源を継続的に

１審被告に売却する契約を締結していたところ、１審被告の従業員が１審原告の物

流倉庫の端材室において段ボールの回収運搬作業を開始する際、端材室に大量の段

ボールが堆積していることを認識しながらフォークリフトを繰り返し前進ないし後

退させるなどした結果、火災を発生させたとして、１審被告に対し、債務不履行又

は不法行為に基づく損害賠償として、損害賠償金１５０億８２３０万５７７３円の

一部である１０１億０５９１万６８０８円及びこれに対する主位的請求については
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債務不履行の日である平成２９年２月１６日から支払済みまで商事法定利率年６分

（平成２９年法律第４５号による改正前の商法５１４条所定の利率。以下同じ。）

の、予備的請求については不法行為の日である同日から支払済みまで民法（平成２

９年法律第４４号による改正前のもの）所定の年５分の各割合による遅延損害金の

支払を求める事案である。 

 原審は、１審原告の請求について、５１億１８５９万４２６８円及びこれに対す

る平成２９年２月１６日から支払済みまで年６分の割合による金員の支払を１審被

告に命じる限度で請求を認容した。１審原告及び１審被告はいずれも、それぞれの

敗訴部分に不服があるとして控訴した。 

 ２ 前提事実、争点及び当事者の主張は、次のとおり原判決を補正し、後記３の

とおり当審における１審被告の主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」

中の第２の２及び３に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決

別紙【損害一覧表】を本判決別紙【損害一覧表】に差し替え、原判決８頁１６行目

の「可動式のシュート」の次に「（以下「可動シュート」という。）」を加え、同

行目から１７行目にかけての「（以下「可動シュート等」という。）を削り、９頁

１行目の「破断」を「短絡」に、６行目から７行目にかけての「可動シュート等が

設けられていたが、本件火災により配線が破断したため、可動シュート等の起動信

号が発信されず」を「可動シュートが設けられていたが、本件火災による何らかの

原因で作動しなかった可動シュートが障害となって」に、１１行目の「可動シュー

ト等」を「可動シュート」に、２５頁１１行目の「損害拡大についての原告側の過

失等の有無」を「過失相殺」に改める。 

 ３ 当審における１審被告の主張 

 ⑴ 本件火災発生について、１審被告に過失や債務不履行はない。 

 ア 火災原因判定書で示された本件火災発生の特殊な機序について、１審被告の

従業員に予見可能性はなかった。現に、埼玉県警は、同人の業務上失火の刑事責任

につき、同機種のフォークリフトで同様の火災事故が発生したことはなく、エンジ
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ンルーム内に可燃物が入り込むことは予見できないとの理由で、立件しないとの終

局判断に至っている。 

 イ 本件契約に基づく売主の目的物引渡義務の完了時点が１審原告が段ボール箱

をパッカー車に積み終えた時点であることを、１審原告は原審第３準備書面２２頁

２１行目で認めている。したがって、段ボール箱をパッカー車に積み込むまでの作

業は１審原告による目的物引渡義務の履行の過程であり、１審被告従業員は１審原

告の履行補助者として同作業を行っていたものにすぎないから、同作業中に発生し

た損害は１審原告が負担すべきである。 

 ⑵ 本件端材室に係るもの以外の本件火災によって生じた損害（２階、３階への

延焼に係る損害）は、以下のアないしエの１審原告側による消防関係法規違反の帰

責事由に基づいて発生した拡大損害であるから、民法４１８条、７２２条２項の適

用ないし類推適用により１審原告が負担すべきものである。１階の他の部屋には本

件火災の被害が全く及ばず、かつ、鎮火後の本件端材室内には、天井、壁面、床面

に焦げ跡が残っているものの、天井の崩落や壁面の剥がれなどの深刻な被害は見当

たらないことなどに照らせば、１審原告側の当該帰責事由がなければ、本件火災の

被害が本件端材室内にとどまったことは確実である。 

 ア １審原告の適時に火災発生を通報すべき義務の懈怠について 

消防法８条１項は、施設管理者は防火管理者を選任して防火管理上必要な業務を

行わせることを定め、同法施行令３条の２第１、２項は、防火管理者は防火管理に

係る消防計画を策定し、これに基づいて防火管理上必要な業務を行うべきことを定

め、同法施行規則３条１項１号は、消防計画においては防火管理者が「防火管理上

必要な教育」や「通報の訓練」を実施することを義務付け、火災等の災害が発生し

た場合における「通報連絡」等に関することを定めるべきことを定めている。そし

て、本件倉庫においては、消防計画により、１審原告の自衛消防隊組織に属する「通

報連絡班」が直ちに火災発生情報を１１９番通報することになっていた。 

本件火災においては、発生当日の午前９時７分頃、自動火災報知器が鳴動したに
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もかかわらず、自衛消防隊本部隊員である１審原告の従業員が、誤作動と誤認して

２回にわたって同報知器のスイッチを切ったため、他の従業員が火災発生を覚知す

るのが遅れ、同１４分頃に通報するまで約７分間の遅れを生ずる結果となった。上

記の通報遅れの原因は、本件倉庫では火災通報訓練が行われていなかったことにあ

る。 

本件端材室内の火災は到着した公設消防隊による約３分の消火作業で鎮圧されて

おり、適時に通報が行われて約７分間の遅れがなかったならば、被害が本件端材室

内にとどまったことは確実である。 

 イ １審原告従業員による消火器具の不適切な使用について 

消防法１７条１項は、政令で定める技術上の基準に従って、消防用設備等を設置、

管理すべきことを定め、同法施行令３条の２第１、２項、同法施行規則３条１項１

号は、防火管理者は防火管理に係る消防計画を策定し、これに基づいて防火管理上

必要な業務を行うべきことを定め、同法施行規則３条１項１号は、消防計画におい

ては防火管理者が「防火管理上必要な教育」や「消火の訓練」を実施することを義

務付け、火災等の災害が発生した場合における「消火活動」等に関することを定め

るべきことを定めている。 

 本件火災については、携帯型消火器による消火作業が功を奏しなかったため、１

審原告の自衛消防隊本部隊員の指示で、同従業員らが屋外消火栓設備による消火作

業を実施しようとしたものの、消火訓練が実施されていなかったため、同従業員の

起動ボタンを押し忘れる（又は起動ボタンを押すべきことを知らない）という重過

失により、所定の水量及び水圧が得られず、優に５分以上、火勢拡大を放置する結

果となった（午前９時１４分頃、１審原告の従業員が最寄りの屋外消火栓からホー

スを延伸してバルブを開放してから、公設消防が本件倉庫に到着した同２１分まで

の間、無意味な時間が経過した。）。 

屋外消火栓が適切に使用されたならば、被害が本件端材室内にとどまったことが

確実である。 
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 ウ 防火シャッターの閉鎖障害と防火区画の不成立について 

建築基準法２１条２項は、本件倉庫のような大規模建築物の主要構造部について、

原則として同法２条９号の２イに掲げる基準に適合するものであることを求めてい

るところ、同法施行令１１２条は、一定の面積毎に防火区画を設ける面積区画（１

項）や、階段、吹き抜け等に適用される竪穴区画（１０項）等について定めている。

これらの防火区画は、閉鎖空間として形成されるのが原則であるが、常に開放され

ている構造である場合には、火災発生時に煙、熱感知器や温度ヒューズによって自

動的に閉鎖空間となることが求められている（旧１８項［現１９項］１、２号）。

そして、閉鎖空間を形成する防火シャッターは、建築基準法施行令１１２条１項本

文、旧１８項（現１９項）１号、１１２条１項２号、旧１８項（現１９項）２号に

より、特定防火設備として、通常の火災に対し、６０分の遮炎能力を有することが

要求されている。また、消防法８条１項、同法施行令３条の２第１、２項、同法施

行規則３条１項は、当該建築物の防火管理者に対し、防火対象物の消防用設備や防

火上必要な構造及び設備の維持管理その他防火管理上必要な業務を行うことを義務

付けている。 

以上の規定は、火災の原因がどのようなものであるかを問わず、所有者や防火管

理者に対し、防火シャッター等による閉鎖空間（防火区画）の形成により、火災の

延焼を阻止し、被害の拡大を抑制する法的義務を課するものである。効率化を優先

する１審原告は、日頃から消防関係法規を無視し、日常的な点検、改善を怠ってい

た。そのような１審原告の法令無視の姿勢が下記①ないし③の事態を招き、本来は

本件端材室内でとどまったはずの火災が大火となって、１審原告に拡大損害が生じ

ることとなった。 

① 本件端材室の天井に穿たれた開口部の階上に設置された本件西ハト小屋に

は、東西の２面に防火シャッターが設置され、その天井に設置された光電アナログ

式スポット型感知器（煙感知器。一般的に、熱感知器よりも火災感知について鋭敏

とされている。）によって火災を感知すると、自動的に閉鎖し、竪穴防火区画が成
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立する構造となっていた。しかるに、本件火災では、熱感知器である火災警報装置

が鳴動したにもかかわらず、火災による配線の断線により、上記煙感知器からの信

号が受信機に送られず、西側及び東側防火シャッターのいずれも作動しなかったた

め、本件端材室入口から上記開口部への空気の通り道ができて、２階への延焼拡大

を阻止できなかった。 

② 本件端材室の直上の区画（西ハト小屋を含む２Ｆ‐７Ｅ区画）にも、東面に

１枚、南面に３枚の防火シャッターが設置されていたところ、これらは全て作動し

たものの、可動シュートを起動させる信号を送信する配線のどこかで断線が生じ、

東面１面と南面１枚において可動シュートによる閉鎖障害が生じたため、防火区画

が形成されず、他の２階各区画への延焼拡大を阻止できなかった。 

③ ２階、３階の防火シャッター１３３か所のうち、不作動が６１か所、コンベ

ア及び物品等による閉鎖障害が２３か所、不明４か所というように、約６０パーセ

ントの防火シャッターが正常に作動しておらず、これらが相まって、２階、３階へ

の延焼拡大に決定的な役割を果たした。 

なお、物品等による防火シャッターの閉鎖障害については、本件火災以前に行わ

れた消防定期点検によって要改善箇所が指摘され、「速やかに改修」すべきとの改

善勧告、指導が行われたにもかかわらず、次の定期点検では、さらに要改善箇所が

増加していたものである。 

 エ  危険物の違法保管について 

消防法１０条１項本文は、同法９条の４で定める指定数量以上の危険物（同２条

７号、別表第１）を所定の貯蔵所以外の場所で貯蔵等する行為を禁止し、同４１条

１項３号は、違反した者に対して１年以上の懲役又は１００万円以上の罰金に処す

る旨定め、さらに同４５条２号は、法人に対する両罰規定を定めている。 

本件倉庫の管理を担当していた１審原告の子会社であるアスクル・ロジスト及び

その従業員（物流センター長）の男性は、上記法令に違反して、所定の指定数量の

約５倍（２８６品目、約１万２０００点）もの危険物を本件倉庫内に保管していた。 
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これらの危険物が、爆発的燃焼を起こして、延焼拡大を促進させるとともに、消

火作業を実施するについて著しい障害となり、本件火災による損害拡大を促進した。 

⑶ １審原告の主張する損害については、確実な証拠が存在せず、認めることが

できない。 

 １審原告は、その主張に係る損害の大部分につき、客観的な原資料を提出するこ

となく、１審原告自身が内部的に作成した二次資料をもって立証の柱としている。

しかしながら、原資料を提出できないやむを得ない事情が存する場合はともかくと

して、その提出が可能であるにもかかわらず提出しないことが許されるのであれば、

裁判所や相手方としてはそれが真実発生した損害、費用であるか否かを検証するこ

とができず、単なる主張でもって立証に代える結果となり、不当である。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所は、１審原告の請求は、９４億２６３８万９２６０円及びこれに対

する令和２年２月８日から支払済みまで年６分の割合による金員の支払を求める限

度で認容し、その余を棄却すべきと判断するものであり、その理由は、後記２のと

おり原判決の補正をするほかは、原判決の「事実及び理由」中の第３の１ないし６

に記載のとおりである（当審における当事者の主張に対する判断を含む。）から、

これを引用する。ただし、原判決別紙【損害一覧表】を本判決別紙【損害一覧表】

に差し替える。 

 ２ 原判決の補正 

⑴ 原判決２８頁１行目冒頭から２９頁１５行目末尾までを次のとおり改める。 

「 １ 認定事実 

前提事実並びに証拠及び弁論の全趣旨によれば認められる事実は、以下のとおり

である。 

 ⑴ 本件契約の締結 

 １審原告は、平成２７年１１月２１日、１審被告との間で、段ボール等の再生資

源を継続的に１審被告に売却する契約（本件契約）を締結した。本件契約に係る契
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約書には、以下の定めがある。（甲４） 

 第３条（個別売買契約） 

１審原告及び１審被告は、１審原告が１審被告に売り渡す再生資源の引渡日時、

引渡方法等について、あらかじめ協議の上決定する。 

 １審原告は、上記により定められた引渡日時、方法等に従い、本件倉庫において、

再生資源を１審被告又は１審被告の指定する配送業者等に引き渡す。 

第９条（損害賠償） 

１審原告及び１審被告は、本件契約に違反、若しくは故意又は過失により相手方

又は第三者に損害を与えた場合、相手方に対してその一切の損害を賠償し、第三者

に対してその一切の損害を賠償すると共に相手方を免責することとする。 

⑵ 本件契約に基づく段ボールの引渡し 

本件契約締結後の平成２８年７月頃以降、１審被告の従業員は、フォークリフト

を用いて本件端材室に集積された段ボールを潰して、回収し、本件端材室外に停車

しているパッカー車に積み込んで搬出する方法により、本件契約に基づく段ボール

の引渡しを受けていた。（甲１５の１、弁論の全趣旨） 

⑶ 本件倉庫の構造 

ア 本件倉庫は、地上３階建ての鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造の物流倉庫で

あり、延べ面積は７１８９１．５９平方メートル（１階床面積は２７１８３．１７

平方メートル、２階床面積は２３９０８．０６平方メートル、３階床面積は２０７

７７．６７平方メートル）である。本件倉庫の内部には日用品等の多種多様な商品

が大量に保管され、商品や段ボール等を運ぶためのコンベヤが多数設置されており、

１審原告の従業員らが商品の搬入、仕分け、発送等の作業を恒常的に行っていた。

（甲１５の１） 

イ 本件倉庫で生じた段ボールは、本件倉庫の各所から、本件端材室の真上に位

置する本件倉庫２階の本件西ハト小屋にコンベヤで運ばれ、本件端材室の天井開口

部から、同室に落とされて集積されていた。（甲１５の１、乙６の１、２、弁論の
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全趣旨） 

⑷ 本件火災の発火の経緯等 

ア １審被告の従業員は、平成２９年２月１６日午前９時頃、段ボールが散乱す

る本件端材室において、同室内に置かれていたフォークリフト（以下「本件フォー

クリフト」という。）の運転を開始し、段ボールの回収搬出に係る作業場所を確保

するために、本件フォークリフトの向きを変えながら、前進と後退を繰り返し、本

件端材室の南東側に山になっている段ボールに段ボールを押し込みながら、パッカ

ー車に段ボールを積む作業を行っていた。（甲１５の１、乙８ないし１０） 

同日朝、本件端材室には、その天井開口部直下が頂点となる形で段ボールが堆積

しており、その高さは１．５ｍないし３ｍであった。（甲６、甲１５の１、乙６の

１、２） 

上記従業員は、同日午前９時５分頃、上記作業中、本件フォークリフトの車両が

北側に向いた際に、焦げ臭い匂いを感じて振り返ると、その右後方に床から約５０

ｃｍの高さの炎が上がっているのを認めた。同人は、着用していた防寒用のジャン

パーを火元に被せて消火を試みたが、火勢が強く消火できなかった。（甲１５の１、

乙８ないし１０） 

イ 本件火災について消防職員が作成した平成２９年１２月２７日付けの火災原

因判定書（以下「本件火災原因判定書」という。）には、検証実験の結果を踏まえ

て、本件フォークリフトのエンジン始動の数分後にその後方に位置する排気管が高

温になり、これに段ボール等の可燃物が接触すれば着火する可能性は十分に考えら

れるとの意見が記載され、本件火災の原因について、フォークリフトのエンジンル

ームに混入した段ボール等がフォークリフトの排気管と接触して出火し、その燃焼

物が堆積する段ボールへ延焼したものと判定することが記載されている。本件フォ

ークリフトの排気管は、車両の下部後方に取り付けられている。（甲６、２１） 

ウ その製造者が作成した本件フォークリフトの取扱書には、取扱いの注意とし

て、「可燃物付近で車両を使用したり、止めたりしないでください。」、「車両後
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方や排気管付近に燃えやすいものがあると、火災になるおそれがあります。」、「燃

えやすいものの付近や上に車両を乗り入れたり、駐車したりしない。」、「駐車す

る場合は、排気管・マフラーの後方に燃えやすいものを置かない。」などの記載が

ある。（甲７） 

⑸ 発火後の消火活動等 

ア 平成２９年２月１６日午前９時７分頃、本件端材室の熱感知器が作動して本

件倉庫の火災報知設備が鳴動したが、１審原告の従業員は、誤作動によるものと誤

認して、火災報知設備のスイッチを切り、その後、火災報知設備が再度鳴動したが、

再度そのスイッチを切った。（乙９、１０） 

イ 本件フォークリフトを運転していた１審被告の従業員は、ジャンパーを被せ

ての消火を試みた後、本件端材室の外から消火器を持ち込んで消火作業を行った。

その後、ガスボンベを積んでいる本件フォークリフトに火が燃え移ると危険である

と考えて、本件フォークリフトを本件端材室の外に出し、その際、本件端材室の外

で見かけた１審原告の従業員らに火事の発生を告げた。その他にも火災報知設備の

鳴動を聞き、本件端材室からの煙を視認したことにより本件端材室に臨場した１審

原告の従業員らが、上記１審被告の従業員とともに、消火器を用いて消火を試みた

が、火勢が強く消火できなかった。（甲１５の１、乙９、１０） 

ウ 消火器で消火を試みていた１審原告の従業員の一人が、同日午前９時１４分、

携帯電話で１１９番通報を行った。（甲１５の１） 

エ 公設消防の消防隊（以下単に「消防隊」という。）が、同日午前９時２１分

頃、本件端材室に到着し、消火作業を開始した。その到着時、本件端材室内は一面

が炎に包まれた状態であったが、その火勢は、約３分で鎮圧された。（甲１５の１） 

オ 消防隊が到着するまでの間、１審原告の従業員２名は、最寄りの屋外消火栓

２基からホースを延伸し、端材室内にノズルを向け、屋外消火栓のバルブを開放し

たが、ポンプの起動ボタンを押さなかったために、ポンプが起動せず、所定の水圧、

水量が得られず、初期消火に十分な放水量（３５０Ｌ／分以上）が得られなかった。
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（甲１５の１） 

⑹ 本件倉庫２、３階への延焼 

ア 同日午前９時８分頃、本件倉庫の２階にいた１審原告の従業員が、焦げ臭い

匂いを感じ、その後まもなく、本件端材室の天井開口部のある本件西ハト小屋から

火炎が出ていることを確認した。上記火炎は、本件端材室の天井開口部付近の可燃

物を燃焼させた後、２階水平方向へ延焼していった。（甲１５の１） 

イ 同日午前９時２９分、本件端材室の天井開口部の東側にある１階と２階を結

ぶコンベア開口部から２階に進入した消防隊は、その付近の火勢をみて、火炎と熱

気のために接近不能と判断した。本件端材室の天井開口部付近の本件西ハト小屋の

柱は、強い火炎を受け爆裂した。（甲１５の１） 

同日午前１０時頃には、本件倉庫の外から見て、２階の北側窓から広く火炎が確

認できるまで延焼が進んでいた。（甲１５の１） 

ウ 同日午後１時頃、本件倉庫の３階北東側で燃焼が始まり、この付近を起点と

して、南側に向かって火災が広がった。その翌日には、北側から南側へ３分の１程

度の範囲で延焼し、さらにその翌日も、南側に向かって延焼が継続した。（甲１５

の１） 

⑺ 本件倉庫の防火設備等 

ア 本件倉庫は、建築基準法上の主要構造部を耐火構造とした耐火建築物である。

（甲６、弁論の全趣旨） 

イ 本件西ハト小屋には東側と西側に防火シャッターが設置されていたが、本件

火災の際、作動しなかった。これらの防火シャッターは、建築基準法上設置が義務

付けられていたものではなかった。（甲１５の１、甲７３） 

ウ 本件西ハト小屋を含む２Ｆ－７Ｅ区画の防火区画と他の防火区画との間には

４か所に防火シャッターが設置されており、本件火災の際、１か所は正常に作動し

てシャッターが閉鎖したが、２か所は、防火シャッターの降下位置をまたいで設置

されていたコンベアに設置され、防火シャッターの降下信号により作動して防火シ
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ャッターの閉鎖を妨げないように設計されていた可動シュートが本件火災による何

らかの原因で作動しなかったことにより、この作動しなかった可動シュートが障害

となって閉鎖せず、１か所は、防火シャッターの降下位置に置かれていた物品が障

害となって閉鎖しなかった。これらの防火シャッターは、建築基準法上設置が義務

付けられていたものであった。（甲１５の１、弁論の全趣旨） 

⑻ １審被告の従業員の刑事処分 

さいたま県警は、本件火災の際に本件フォークリフトを運転していた１審被告の

従業員を業務上失火容疑で捜査していたが、平成２９年７月２９日頃、立件見送り

を決めた。（乙２の１） 

⑼ アスクル・ロジストの従業員の消防法違反事件 

ア さいたま地方検察庁は、平成２９年１１月１４日、アスクル・ロジスト及び

その従業員が、本件火災当時、アスクル・ロジストの業務に関し、本件倉庫におい

て、指定数量以上の危険物を貯蔵したという消防法違反被疑事件について、アスク

ル・ロジスト及び当該従業員を不起訴処分とし、報道機関に対し、その理由につい

て、アスクル・ロジストが組織的に効果的な再発防止策をきちんと講じたことなど

を考慮したなどと説明した。（乙２の２、乙１２、３８の１、２、調査嘱託の結果） 

１審原告は、同日、報道機関に対し、上記不起訴処分について、「書類送検され

る事態に至ったことを厳粛に受け止めるとともに、管理体制の改善とコンプライア

ンスに関する管理監督の強化を徹底したい。今後の信頼回復に全力で取り組んでい

きたい。」とコメントした。（乙１２、３７の２） 

イ 本件火災原因判定書では、アスクル・ロジストによる本件倉庫における危険

物の貯蔵に関して、「倉庫内に保管された大量の危険物が延焼拡大を促進させる要

因になったと考えられる。」との見解が記載されている。（甲６） 

２ 争点１（１審被告の債務不履行ないし不法行為の成否）について 

⑴ 認定事実⑵、⑷ア、イによれば、１審被告の従業員が、本件火災当日、本件

契約に基づく段ボールの引渡しを受けるために、段ボールの散乱している本件端材
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室内において、本件フォークリフトを運転し、その前進と後退を繰り返したことに

より、エンジン始動後まもなくして高温となっていた同車両の排気管と段ボールが

接触して発火し、これにより本件火災が発生したものと認められる。そして、認定

事実⑷ウによれば、上記の発火について、上記従業員には過失（予見可能性）があ

ったと認められる。 

⑵ １審被告は、上記従業員が本件フォークリフトのエンジンルーム内に段ボー

ル等の可燃物が入り込み排気管と接触して着火することを予見しえなかったと主張

するが、発火の細かい機序までの認識ができなかったとしても、因果関係の主要部

分（車両後方や排気管が高温になることによりその付近にある燃えやすい物が燃え

ること）についての認識可能性があれば、予見可能性に欠けることはないというべ

きであるから、１審被告の上記主張は採用できない。また、本件火災について上記

従業員の刑事処分が見送られたこと（認定事実⑻）も、その程度が重いものではな

かったことを示唆するものであるとしても、前記過失の認定を左右するものではな

い。 

また、１審被告は、段ボールをパッカー車に積み込むまでの作業は１審原告によ

る目的物引渡義務の履行の過程であり、１審被告従業員は１審原告の履行補助者と

して同作業を行っていたものであるから、同作業中に発生した損害は１審原告が負

うべきと主張する。 

しかしながら、本件契約上、段ボールの引渡場所は１審原告の本件倉庫と合意さ

れていることから（本件契約３条２項）、その引渡債務はいわゆる取立債務であり、

債権者の協力を得て初めて実現できる債務であると解されるところ、１審原告とし

ては、基本的に、履行の準備をしたことを通知し、その受領を催告すれば、履行の

提供として足りるのであって（民法４９３条ただし書）、上記従業員が本件火災当

日に本件端材室で行った作業は、１審被告による受領行為（協力行為）と位置付け

られるものと解され、これを上記従業員が１審原告の履行補助者として行うものと

理解することはできないから、１審被告の上記主張は当たらない。これに関連して、
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１審被告は、１審原告の目的物引渡義務の完了時点が段ボールをパッカー車に積み

終えた時点であることを１審原告自身が原審で陳述した第３準備書面で認めている

ことを指摘するが、１審原告は、同書面においては段ボールをパッカー車に積み終

えた時点で引渡しが完了する旨を主張しているだけであって、同時点までの間は１

審原告のみが一方的に義務を負うことを認めているものではないから、上記指摘も

当たらない。 

 ⑶ １審被告は、火災発生通報義務の懈怠、消火器具の不適切な使用、防火シャ

ッターの閉鎖障害、危険物の違法保管を１審原告側の帰責事由とした上で、本件端

材室に係るもの以外の本件火災によって生じた損害は、これらの１審原告側の帰責

事由に基づいて発生した拡大損害であるから、１審原告が全て負担すべきものであ

ると主張する。しかしながら、以下のアないしエのとおり、上記主張は採用できな

い。 

 ア まず、本件フォークリフトを運転していた１審被告の従業員が初めて発火に

気付いたのが午前９時５分頃であり（認定事実⑷ア）、１審原告の従業員が１１９

番通報を行ったのが午前９時１４分であるところ（認定事実⑸ウ）、発火から１１

９番通報まで約９分の時間を要している。本件倉庫の火災報知設備が鳴動したのが

午前９時７分頃であり（認定事実⑸ア）、その時点以降は、本件フォークリフトの

運転者以外の者であっても１１９番通報できた可能性はあるところ、そこから１審

原告の従業員により１１９番通報がされるまでには約７分の時間を要している。以

上の経過をみると、１審原告の従業員が、火災報知設備の鳴動を誤作動によるもの

と誤認して、２回にわたって同設備のスイッチを切ったこと（認定事実⑸ア）は、

この約７分間の遅れの大きな原因の一つであると認めるのが相当であるし、本件倉

庫の定期的な消防訓練において通報訓練が行われていなかったことも、上記原因の

一つであるといえる。 

しかしながら、火災発生の際、最初に発火が確認されてから間をおかずに１１９

番通報がなされることが通常であるとはいえず、本件において１１９番通報がなさ
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れたのが最初に床から約５０ｃｍ程度の高さの発火が確認されてから約９分経過後

であることが、本件フォークリフトを運転する１審被告の従業員の過失による本件

の発火と２、３階への延焼との間の因果関係を断絶させるような、通常の火災では

ありえないような異常な経過であったとまではいえない。 

 イ また、１審被告が、１審原告が拡大損害を全て負担すべき理由として主張す

る、消防隊が本件倉庫に到着するまでの間に１審原告の従業員らが屋外消火栓を用

いて消火活動を行った際にポンプの起動ボタンを押さず所定の放水量が得られなか

ったとの事情（認定事実⑸オ）についても、これが押されて所定の放水量が得られ

ていた場合と比較すれば、火勢の拡大に寄与したものといえるとしても、消防隊が

到着するまでの間に屋外消火栓を用いた消火活動が正しく行われなかったことが、

通常の火災ではあり得ないような異常な経過であったということはできないし、実

際に屋外消火栓を用いた消火活動をしていた時間が何分間であったか、仮に起動ボ

タンを押して正しく消火活動を行っていれば燃焼部分に向けてどれだけ多くの量の

放水ができたのか、当該消火活動着手時の火勢は屋外消火栓から正常な放水ができ

ていれば鎮火できる程度のものであったのかなどの詳細については不明であるか

ら、結局、上記の事情も１審被告の従業員の過失による本件の発火と２、３階への

延焼との間の因果関係を否定するには足りない。 

 ウ 本件西ハト小屋に設置されていた防火シャッターは、本件火災の際に作動せ

ず、これによる閉鎖空間が形成されることはなかったところ、同防火シャッターが

通常の火災による加熱が加えられた場合に加熱後一時間遮炎する性能を有するもの

であったこと（乙２９）、実際に消防隊が到着して消火を開始してから本件端材室

は３分で鎮火したことを踏まえると、仮にこれが正常に作動して、本件西ハト小屋

に閉鎖空間が形成されていれば、２階への延焼がなかった可能性があることは否定

できない。 

しかしながら、当該防火シャッターが作動しなかった原因は、本件火災による何

らかの原因で熱又は煙の感知器の情報をシャッター用中継器等へ伝送する配線が短
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絡したことにあり（甲１５の１・４２頁）、これについては１審原告の帰責事由に

よるものとは認められない上に、他の防火区画毎に設置された防火シャッターとは

違って、本件西ハト小屋の防火シャッターは法令上設置が義務付けられていたもの

でなかったこと（建築基準法施行令１１２条１１項ただし書１号）に照らすと、当

該防火シャッターの正常な作動を所与の前提として、１審被告の従業員の過失によ

る本件の発火と２、３階への延焼との間の因果関係を否定することはできない。 

 また、本件火災時、２Ｆ－７Ｅ区画の４か所ある防火シャッターのうち、正常に

作動してシャッターが閉鎖したものが１か所、本件火災による何らかの原因で作動

しなかった前記可動シュートが障害となって閉鎖しなかった箇所が２か所、防火シ

ャッターの降下位置に置かれていた物品が障害となって閉鎖しなかった箇所が１か

所であったところ（認定事実⑺ウ）、まず、可動シュートが障害になって閉鎖でき

なかった２か所については、その原因が本件火災に起因するものであるから、これ

を１審原告の落ち度と評価することはできない。次に、防火シャッターの降下位置

に物品が置かれていて閉鎖障害が生じた１か所については、１審原告に落ち度があ

ることは否定できないが、同区画の４か所の防火シャッターが全て正常に作動しな

ければ閉鎖空間は形成されず同区画外への延焼は避けられないのであるから、可動

シュートの不作動により防火シャッターが閉鎖できなかった２か所が存する以上、

この１審原告の落ち度を理由として、１審被告の従業員の過失による本件の発火と

２、３階への延焼との間の因果関係が否定されるものではない。 

しかも、上記区画の防火シャッターは、法令上（建築基準法施行令１１２条１項）

その設置が義務付けられていたものであり、通常の火災に対して１時間の遮炎性能

を有し（建築基準法施行令１１２条１項、「特定防火設備の構造方法を定める件」

第１の３。乙２７、乙３４の２）、遮炎により延焼を遅らせることができるもので

あるが、もともと延焼を完全に防ぎ続けることができるものではなく、一般に火炎

が遮断されていても防火シャッターの外側の可燃物の存在等によっては輻射熱等に

よりその外側に延焼することがあり得ること（甲９５）や、同区画の付近は午前９
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時２９分頃には既にこれを目視した消防隊が火炎と熱気で接近不能と判断する程の

火勢であったこと（認定事実⑹イ）に照らすと、仮に同区画の防火シャッターが正

常に作動して同区画に閉鎖空間が形成されていたとしても、同区画の外に延焼する

より前に消防隊による消火によって鎮火させることができたということはできない

のであって、同区画の防火シャッター全ての正常な作動を所与の前提として上記の

因果関係を検討しても、これを否定することはできない。 

また、１審被告は、いったん防火区画の設置を前提に建築確認が下りている以上、

１審原告としては、その防火シャッターの設置が法令上義務付けられたものである

か否かにかかわらず、その防火機能を発揮するよう維持、管理する義務があるとし、

本件では本件西ハト小屋の防火シャッターと２Ｆ－７Ｅ区画の防火シャッターの閉

鎖障害という二重の義務違反の存在が明らかであるから、１審被告の行為とこれに

よる拡大損害の発生との因果関係はないとも主張する。 

しかしながら、仮にそのような義務の存在を前提としても、本件西ハト小屋の防

火シャッターの不作動及び２Ｆ－７Ｅ区画の防火シャッターの閉鎖ができない原因

となった可動シュートの不作動のいずれについても、本件火災後の検討においてそ

の詳しい原因は不明とされており（甲１５の１）、これらの不作動の結果のみから

１審原告に具体的な義務違反行為があったことを認めることはできない。したがっ

て、上記主張は、その前提を欠くものであり、採用できない。 

エ 認定事実⑼によれば、本件火災当時、本件倉庫において消防法に違反する指

定数量以上の危険物が貯蔵されており、これが本件火災の延焼に一定程度寄与した

事実を推認することができる。しかしながら、これがなければ２、３階が延焼しな

かったとは認められないから、１審被告の従業員の過失による本件の発火と２、３

階の延焼との間の因果関係を否定する事情であるとはいえない。 

⑷ 以上によれば、１審被告は、本件契約９条に基づいて、本件建物の２、３階

の延焼部分に係るものも含めて、本件火災によって生じた１審原告の損害を賠償す

る責任を負うものと認められる。」 
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⑵ 原判決２９頁１６行目の「２ 争点２」を「３ 争点２」に改め、３０頁１

７行目の「一方、」を削り、２２行目の「認められ、」から２５行目末尾までを「認

められるが、本件倉庫の敷地に改めて同規模の倉物流庫を建造するには１１０億円

を超える多額の費用が見込まれ（甲３７の１の１の取得価額合計参照）、その前提

として本件倉庫の取り壊しも必要となるが、その取り壊しにも多額の費用が見込ま

れることに照らすと、本件倉庫を入庫出荷の拠点として物品の販売業を営んでいた

１審原告にとって、本件倉庫の敷地上に物流倉庫を再建することが一義的に合理的

であるとはいえず、１審原告が、本件倉庫の再建によって可能となるこれらの各固

定資産の再利用のメリットを優先させることなく、本件火災によりその機能を失っ

た本件倉庫及びその敷地を売却したことは、経済的にも何ら不合理な選択ではない

こと、また、その売却の際に、本件倉庫及びその附属建物は価値ゼロとして評価さ

れていること（甲３７の１、２）に照らせば、本件倉庫の存在を前提としてしか機

能しえないこれらの各固定資産の利用価値は、本件倉庫の焼損によって失われたも

のということができ、これらの各固定資産は、本件火災により、その経済的価値を

喪失したものと認めることができる。そして、証拠（甲３７の１の１ないし３、甲

７０）及び弁論の全趣旨によれば、本件火災の当時の上記各固定資産の経済的価値

は、上記各「番号」に対応する各「損害額（円）」欄記載の金額を下回らないもの

と認められるから、１審原告は、本件火災により上記各「損害額（円）」欄記載の

各損害を被ったものと認めるのが相当である。」に改める。 

 ⑶ 原判決３１頁１９行目冒頭から２４行目末尾までを次のとおり改める。 

「証拠（甲２５の３、甲３５の３、甲３６の１７４、甲３９、７０）及び弁論の

全趣旨によれば、１審原告は、本件倉庫及びその敷地等を第三者に売却し、その際、

その媒介を株式会社ｅｃｏプロパティーズに依頼し、その媒介手数料として同社に

同「別紙番号」３に対応する同「損害額（円）」欄記載の金員を支払ったことが認

められる。本件倉庫を用いて流通業を営んでいた１審原告が本件火災によりその大

部分の機能を失った本件倉庫及びその敷地を第三者に譲渡することは、普通に想定
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される行為であり、本件倉庫を再建した場合にかかる費用等を考慮しても、経済的

合理性に反するものではない。そして、不動産の譲渡にあたり不動産取引の専門業

者に媒介を依頼することや、約定した場合に相当の媒介手数料が発生することも通

常のことといえる。したがって、１審原告は、本件火災により、同「別紙番号」３

に対応する同「損害額（円）」欄記載の損害を被ったものと認められる。」 

 ⑷ 原判決３７頁１行目冒頭から６行目末尾までを次のとおり改める。 

「証拠（甲２５の７の１、２、甲３６の１７３、甲３９、７０）及び弁論の全趣

旨によれば、１審原告はリース会社との間で太陽光発電設備に関するリース契約を

締結して本件倉庫の屋上に同設備を設置していたところ、本件火災により同設備が

使用不能となり、上記リース契約の約定損害金として同社に同「番号」１、２に対

応する各「損害額（円）」欄記載の金員を支払ったことが認められるところ、建物

を所有する企業がその建物の屋上に太陽光発電設備を設置して発電を行うことは特

別なことではなく、同設備の設置に関してリース会社との間でリース契約を締結す

ることも特別なこととはいえない。以上によれば、１審原告は、本件火災により、

上記各「損害額（円）」欄記載の各損害を被ったものと認められる。」 

 ⑸ 原判決３８頁１２行目冒頭から２６行目末尾までを次のとおり改める。 

「 オ 同「損害区分」欄に「初期在庫等の移管費用」「横持ち費用」「返品セ

ンターの移管費用」「他センターでの臨時対応業務費用」「他センターの業務圧迫

による臨時対応費用」「コピー用紙の入荷に係る追加費用」と記載のある損害につ

いて 

 証拠（甲２５の８、甲３５の８の２の７３１、甲３５の８の４ないし１５、１７

ないし２７、３４ないし３８、甲３９、７０）及び弁論の全趣旨によれば、本件火

災により、本件倉庫が出荷能力を失ったことから、１審原告は、本件倉庫に代わる

新規倉庫を立ち上げて稼働させるまでの間、複数の暫定拠点を立ち上げて、それら

の拠点において本件火災前に本件倉庫で行っていた物流業務を行ったこと、１審原

告は、それらの拠点を新たに立ち上げ、業務を移管し、当該拠点で業務を行うため
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に、同「番号」２の７３１、８１１、同「番号」４ないし１５、１７ないし２７、

３４ないし３８に対応する各「損害額（円）」欄記載の費用を、本件倉庫で業務を

継続する場合と比べて余分に支出したことが認められるから、１審原告は、本件火

災により上記各「損害額（円）」欄記載の各損害を被ったものと認めるのが相当で

ある。 

 カ 同「損害区分」欄に「本件物流倉庫の警備費用」「本件物流倉庫の物流業務

が停止したことに伴う対応費用」と記載のある損害について 

 証拠（甲２５の８、甲３５の８の２の５０７、甲３５の８の３９ないし４３、甲

３９、７０）及び弁論の全趣旨によれば、本件倉庫は、本件火災により焼損し、外

壁に穴が空き、防火設備も機能しなくなったことから、セキュリティ及び二次災害

防止の観点から、本件火災後に２４時間警備が必要になり、その警備費用として同

「番号」３９ないし４３に対応する各「損害額（円）」欄記載の費用を支出したこ

と、本件火災当時既に本件倉庫に向けて発送されていた荷物を受け取ることができ

ず、その返品のための費用として同「番号」２の５０７に対応する「損害額（円）」

欄記載の費用を支出したことが認められるから、１審原告は、本件火災により上記

各「損害額（円）」欄記載の各損害を被ったものと認めるのが相当である。 

 キ 同「損害区分」欄に「現地事務所備品・設備費用」「従業員の残業宿泊費」

と記載のある損害について 

証拠（甲２５の８、甲３５の８の２８、甲３９、７０）及び弁論の全趣旨によれ

ば、本件火災により、１審原告は、消防との連携、廃棄物処理、崩落防止工事等の

後処理業務を行わざるを得なくなったこと、しかし、本件火災により本件倉庫は焼

損しており、１審原告がこれら業務を本件倉庫内で行うことはできなかったこと、

そのため、１審原告は、本件倉庫の敷地のうち、火災廃棄物等の搬出・廃棄作業の

ために適当な場所に現地事務所を設置し、当該事務所において後処理業務を行った

こと、１審原告は、その業務を行うために、同「番号」２の６、２８、３６、６５、

８７、１６７、１６８、２０９、２３０、２３２、２３３、２３７、２５０、２５
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１、２５３、３２３ないし３２５、３２７、３９３、４０１、４１６、４３６、４

４２、５０９、５２６、５９６ないし５９９、６３４、６８２、７１７、７２５、

７２９、８３０、同「番号」２８に対応する各「損害額（円）」欄記載の費用を支

出したことが認められるから、１審原告は、本件火災により上記各「損害額（円）」

欄記載の各損害を被ったものと認めるのが相当である。 

ク 同「損害区分」欄に「環境関連費用」と記載のある損害について 

証拠（甲２５の８、甲３５の８の３３、甲３９、７０）及び弁論の全趣旨によれ

ば、本件火災により、本件倉庫の周辺には、炎や煙、煤等が蔓延したところ、１審

原告は、本件倉庫の周辺環境に汚染がないかの調査を実施したこと、１審原告は、

その調査を行うために、同「番号」２の６１８ないし６２０、同「番号」３３に対

応する各「損害額（円）」欄記載の費用を支出したことが認められるから、１審原

告は、本件火災により上記各「損害額（円）」欄記載の各損害を被ったものと認め

るのが相当である。 

 ケ 同「損害区分」欄に「近隣住民の医療関連費用」「近隣住民及び近隣企業の

物損にかかる賠償金、清掃費、営業補償等」と記載のある損害について 

証拠（甲２５の８、甲３９、７０）及び弁論の全趣旨によれば、本件火災により、

近隣住民が避難した際にかかった費用及び近隣住民が本件火災によって発生した煤

により被った被害についての賠償金として、同「番号」２の６８３ に対応する「損

害額（円）」欄記載の金員を支払ったことが認められるから、１審原告は、本件火

災により上記「損害額（円）」欄記載の各損害を被ったものと認めるのが相当であ

る。 

コ 同「損害区分」欄に「移動費・交通費」と記載のある損害について 

証拠（甲２５の８、甲３９、７０）及び弁論の全趣旨によれば、本件火災により、

１審原告従業員が現地対応のために、本件倉庫及びその近隣に赴き、本件物流倉庫

の管理や近隣住民への対応等の業務を行うことになったこと、１審原告らが、その

ような業務を行うための移動費・交通費として、同「番号」２の２ないし５、７、
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８、１１、１３、１８ないし２７、２９、３２、３３、３７、３８、４０ないし４

５、４７ないし５６、５９、６０、６２、６３、６６ないし８５、８８ないし９４、

９６、１００ないし１０６、１０８、１０９、１１２ないし１１８、１２０ないし

１２７、１２９ないし１３８、１４０ないし１４２、１４４、１４５、１４８ない

し１５１、１５３、１５４、１５６ないし１６６、１６９ないし１７７、１８０な

いし１８３、１８８ないし１９７、２００、２０３、２０５、２０６、２０８、２

１０、２１２ないし２２０、２２２ないし２２９、２３１、２３４ないし２３６、

２３９ないし２４５、２５２、２５４ないし２５７、２６０ないし２６７、２７１、

２７２、２７４ないし２７８、２８１、２８３ないし２９３、２９５、２９７ない

し３０２、３０４ないし３０９、３１１、３１４ないし３２２、３２８、３３１な

いし３３３、３３５ないし３３７、３４０、３４１、３５１、３５２、３５４ない

し３７３、３７６、３７８、３７９、３８３ないし３９２、３９４ないし３９９、

４０２、４０３、４０５ないし４１１、４１３ないし４１５、４１９、４２１、４

２４ないし４２８、４３０ないし４３５、４３７ないし４３９、４４３ないし４５

２、４５４ないし４５７、４５９ないし４７７、４８１、４８３ないし４８７、４

８９ないし５０４、５０６、５１２ないし５２１、５２３ないし５２５、５３０な

いし５３４、５４０ないし５４２、５４５ないし５４７、５５２、５５８、５６０、

５６３ないし５６５、５６７ないし５６９、５７３、５７４、６０１ないし６０５、

６０８、６１１、６１３、６２４ないし６３２、６４０、６７６、６８４、６９３

ないし６９７、７１３ないし７１５、７１８、７２３、７３３、７３４、７３７な

いし７４０、７４３ないし７５８、７６９、７７４ないし７７８、７８３、７８４、

７８９、７９１ないし７９４、７９７ないし８００、８０７、８０８、８２５、８

３３ないし８３６、８４１に対応する「損害額（円）」欄記載の費用を支払ったこ

とが認められるから、１審原告は、本件火災により上記各「損害額（円）」欄記載

の各損害を被ったものと認めるのが相当である。 

サ その余の損害について 
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１審原告が主張する別紙「別紙番号」８に係るその余の損害については、本件火

災と相当因果関係のある損害の発生を認めるには足りない。」 

⑹ 原判決３９頁１８行目冒頭から２６行目末尾までを次のとおり改める。 

「 ウ 同「損害区分」欄に「近隣住民及び近隣企業の物損にかかる賠償金、清

掃費、営業補償等」と記載のある損害について 

証拠（甲２５の９、甲３５の９の４５ないし４７、４９ないし７７、甲３９、７

０）及び弁論の全趣旨によれば、本件火災により、本件倉庫の周辺には、炎や煙、

煤等が蔓延し、本件倉庫の近隣住民及び近隣企業の建物の外壁、屋根、内装、エア

コン等の設備及び車両の清掃が必要になったこと、本件火災により、近隣に炎や煙、

煤等が蔓延したことから、本件倉庫の近隣企業は、その鎮火までその営業を行うこ

とが困難になったこと、１審原告は、それらの清掃費用（清掃による原状回復が不

可能なものについては賠償費用）又は逸失利益等の賠償費用として、同「番号」２

３、２４、４５ないし４７、４９ないし７７に対応する各「損害額（円）」欄記載

の費用を支出したことが認められるから、１審原告は、本件火災により上記各「損

害額（円）」欄記載の各損害を被ったものと認めるのが相当である。 

エ 同「損害区分」欄に「近隣住民の医療関連費用」と記載のある損害について 

証拠（甲２５の９、甲３５の９の１６、１７、２５、２６、２９、３２、３３、

甲３９、７０）及び弁論の全趣旨によれば、本件火災により、近隣住民は、火災の

黒煙により、のどの痛み、吐き気、頭痛を訴え、そのような健康被害について医師

の治療や検診を受ける必要が生じたこと、１審原告は、その治療又は検診のために、

１審原告は、同「番号」１６ないし２０、２５、２６、２９、３１ないし３３、３

５に対応する各「損害額（円）」欄記載の費用を支出したことが認められるから、

１審原告は、本件火災により上記各「損害額（円）」欄記載の各損害を被ったもの

と認めるのが相当である。 

オ 同「損害区分」欄に「環境関連費用」と記載のある損害について 

証拠（甲２５の９、甲３５の９の７９、８０、８３、甲３９、７０）及び弁論の
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全趣旨によれば、本件火災により、近隣住民は、火災の黒煙により、汚染被害や健

康被害を受けたこと、本件火災後、１審原告は、本件倉庫が所在する a 町から、近

隣住民に対し環境被害に関し適切な対応や説明を行うよう要請されたこと、１審原

告は、その要請を受けて、近隣住民に対する対応を検討するために本件火災現場を

鑑定した上で、本件火災鎮火後の大気及び水質に関する調査を実施し、その結果に

応じて、追加調査を行ったこと、それらの調査等を行うために、１審原告は、同「番

号」７８ないし８０、８３に対応する各「損害額（円）」欄記載の費用を支出した

ことが認められるから、１審原告は、本件火災により上記各「損害額（円）」欄記

載の各損害を被ったものと認めるのが相当である。 

カ その余の損害について  

１審原告が主張する別紙「別紙番号」９に係るその余の損害については、本件火

災と相当因果関係のある損害の発生を認めるには足りない。」 

⑺ 原判決４０頁１１行目冒頭から１９行目末尾までを次のとおり改める。 

「 イ 同「損害区分」欄に「派遣・委託会社に対する解約料及び補償費用」「Ａ

ＳＫＵＬ ＬＯＧＩＳＴ株式会社の休業補償」と記載のある損害について 

証拠（甲２５の１０、甲３５の１０の１ないし９、４２ないし４６、甲３９、７

０）及び弁論の全趣旨によれば、１審原告は、本件火災当時、アスクル・ロジスト

との間で、本件倉庫における商品取扱業務を同社に委託する旨の契約を締結してい

たこと、同社は他三社との間で再委託契約を締結していたこと、これらの契約はい

ずれも継続的契約として取り決められていたこと、本件火災が原因で本件倉庫から

の配送業務が停止されたことにより、再委託先が契約上の業務を行うことができな

くなり、再委託先は他の収入を得る機会を一定期間失ったため、１審原告がその補

償をする必要が生じたこと、１審原告は、その補償費用として、同「番号」１ない

し４、８に対応する各「損害額（円）」欄記載の費用を支出したこと、本件火災当

時、本件倉庫では、１審原告正社員及びアスクル・ロジストのエリア限定でない正

社員の他に、アスクル・ロジストが雇用したエリア限定の正社員、１審原告が派遣
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会社と契約した派遣社員、アスクル・ロジストが派遣会社と契約した派遣社員（以

下「本件派遣社員等」という。）が就業していたこと、本件火災により、本件倉庫

からの配送業務が停止されたため、本件倉庫に就業していた本件派遣社員等が従事

していた業務自体がなくなったこと、そのため本件派遣社員等に一定期間の休業補

償を支払う必要及び解雇予告手当を支払った上で本件派遣社員等を解雇する必要が

生じ、１審被告がこれらの費用を負担する必要が生じたこと、実際に本件派遣社員

等に対し、本件火災を原因とする休業補償の支払及び解雇がなされ、１審原告はそ

の費用として、同「番号」５ないし７、９、４２ないし４６に対応する各「損害額

（円）」欄記載の費用を支出したことが認められるから、１審原告は、本件火災に

より上記各「損害額（円）」欄記載の各損害を被ったものと認めるのが相当である。 

ウ 同「損害区分」欄に「近隣住民及び近隣企業の物損にかかる賠償金、清掃費、

営業補償等」と記載のある損害について 

証拠（甲２５の１０、甲３５の１０の１３、１５、１６、１９、２５ないし２８、

３０ないし３２、３４ないし３６、４１、甲３９、７０）及び弁論の全趣旨によれ

ば、本件火災により、本件倉庫の周辺には、炎や煙、煤等が蔓延し、本件倉庫の近

隣住民及び近隣企業の建物の外壁、屋根、内装、エアコン等の設備及び車両の清掃

が必要になったこと、本件火災により、近隣に炎や煙、煤等が蔓延したことから、

本件倉庫の近隣企業は、その鎮火までその営業を行うことが困難になったこと、１

審原告は、それらの清掃費用（清掃による原状回復が不可能なものについては賠償

費用）又は逸失利益等の賠償費用として、同「番号」１２、１３、１５、１６、１

８ないし２０、２５ないし３２、３４ないし３８、４０、４１に対応する各「損害

額（円）」欄記載の費用を支出したことが認められるから、１審原告は、本件火災

により上記各「損害額（円）」欄記載の各損害を被ったものと認めるのが相当であ

る。 

エ 同「損害区分」欄に「近隣住民の医療関連費用」と記載のある損害について 

証拠（甲２５の１０、甲３５の１０の２２、甲３９、７０）及び弁論の全趣旨に
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よれば、本件火災により、近隣住民は、火災の黒煙により、のどの痛み、吐き気、

頭痛を訴え、そのような健康被害について医師の治療や検診を受ける必要が生じた

こと、１審原告は、その治療又は検診のために、同「番号」２２、２３、３３に対

応する各「損害額（円）」欄記載の費用を支出したことが認められるから、１審原

告は、本件火災により上記各「損害額（円）」欄記載の各損害を被ったものと認め

るのが相当である。 

オ その余の損害について  

１審原告が主張する別紙「別紙番号」１０に係るその余の損害については、本件

火災と相当因果関係のある損害の発生を認めるには足りない。」 

⑻ 原判決４０頁２２行目冒頭から４１頁２行目末尾までを次のとおり改める。 

「証拠（甲２５の１２、甲３５の１２の１ないし８、１０、１２、１４、１６な

いし１８、２２ないし７７、８６ないし１０４、１０６ないし１３３、１４０ない

し２０１、２０６、２０７、２１０ないし２８５、２８８ないし２９４、２９６な

いし３４８、３５０ないし３８７、３８９ないし４０９、４１１ないし４３４、４

３６ないし４６１、４６３ないし４８９、４９１ないし５０６、５０８ないし５６

５、５６７ないし５７４、５８１、５８３ないし６３３、６３５ないし６７９、６

８１ないし６９１、６９４ないし７０２、７０４ないし７０７、７０９ないし７１

１、７１３、１２８８ないし１２９１、甲３９、７０）及び弁論の全趣旨によれば、

本件火災により、本件倉庫が出荷能力を失ったことから、１審原告は、本件倉庫に

代わる新規倉庫を立ち上げて稼働させるまでの間、複数の暫定拠点を立ち上げて、

それらの拠点において本件火災前に本件倉庫で行っていた物流業務を行ったこと、

１審原告は、それらの拠点を新たに立ち上げ、業務を移管し、当該拠点で業務を行

うために、同「番号」１ないし１０４、１０６ないし７１５、１２８８ないし１２

９２に対応する各「損害額（円）」欄記載の費用を、本件倉庫で業務を継続する場

合と比べて余分に支出したことが認められるから、１審原告は、本件火災により上

記各「損害額（円）」欄記載の各損害を被ったものと認めるのが相当である。」 
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⑼ 原判決４３頁２２行目の「これらは」から２５行目末尾までを「１審原告の

上記主張について、本件火災と相当因果関係のある損害の発生を認めるに足りる証

拠がない。」に、４４頁２行目「上記の」から５行目末尾までを「上記主張につい

て、本件火災と相当因果関係のある損害の発生を認めるには足りない。」に、８行

目の「１２５億８３５８万０８０８円」を「１４４億６２８６万５２００円」にそ

れぞれ改める。 

⑽ 原判決４４頁１０行目の「被告の主張」を「１審原告の損害立証」に改め、

１１行目の「損害は」の次に「、その提出が可能であるにもかかわらず、」を、１

４行目の「しかしながら、」の次に「１審原告が本件の損害立証のために提出した

各書証について、その内容及び作成経緯等を説明した１審原告従業員（コーポレー

ト本部コーポレートマネジメント統括部長Ａ）作成に係る報告書（甲３９）の信用

性を疑わしめる具体的な事情は見当たらないところ、これを含めた」を加え、１７

行目の「あること」を「あり」に改め、２５行目の「したものであり、」の次に「い

ずれも、これらを前提として作成された計算書類等について」を加え、２６行目の

「認められ」を「認められるから」に、４５頁１行目の「直ちに信用性に欠けるも

のということはできないから」を「本件火災により１審原告に生じた損害の内容及

び金額を説明する１審原告従業員（コーポレート本部副本部長Ｂ）作成に係る報告

書（甲７０）の信用性が欠けることにはならない。したがって」にそれぞれ改める。 

⑾ 原判決４５頁３行目冒頭から４７頁６行目末尾までを次のとおり改める。 

「 ４ 争点３（過失相殺）について 

⑴ 認定事実⑷、⑸、⑹によれば、１．５メートルないし３メートルの高さで、

しかも、天井開口部直下が頂点となる形で堆積していた本件火災当日朝の本件端材

室における段ボールの堆積の状態が、本件の発火以降の本件端材室内の延焼、火勢

の増大、さらには２階への延焼に寄与したものと認められるところ、認定事実⑴、

⑵、⑷によれば、上記の段ボールの堆積状態は１審原告が作出したものであると認

められる。そうすると、本件火災当日朝の本件端材室における上記の段ボールの堆
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積状態は、１審原告の落ち度として過失相殺において考慮すべきである。 

本件端材室の熱感知器が作動して本件倉庫の火災報知設備が鳴動したにもかかわ

らず、１審原告の従業員が誤作動によるものと誤認して２回にわたって火災報知設

備のスイッチを切ったこと（認定事実⑸ア）及び本件倉庫の定期的な消防訓練にお

いて通報訓練を行っていなかったこと（甲１５の１、甲１９、乙１１）については、

これらにより、１１９番通報やその他の初期消火に係る種々の対応が遅れ、これら

の遅れにより初期の鎮火が阻害される結果につながったものと認められるから、１

審原告の落ち度として過失相殺において考慮すべきである。 

１審原告の従業員が、屋外消火栓のポンプの起動ボタンを押さずに消火のための

放水をしたこと（認定事実⑸オ）も、正常に作動させた場合と比較すれば、２、３

階への延焼に寄与したものという他なく、使用方法についての周知が不十分であっ

た１審原告の落ち度として過失相殺において考慮すべきであるが、損害の拡大に寄

与した程度は不明であることから、これを大きく考慮することは相当でない。 

本件火災当時、本件倉庫において消防法に違反することとなる指定数量以上の危

険物が貯蔵されていたこと（上記２⑶エ）も、本件火災の延焼に一定程度寄与した

ものと認められ、アスクル・ロジストが１審原告の子会社であること等の本件にお

ける事情に照らすと、１審原告の落ち度として過失相殺において考慮すべき事情と

いえる。もっとも、消防法違反の程度は不明であり、また２階に延焼した後の更な

る延焼に係る事情でもあって、損害の拡大に寄与した程度は大きいものとは認めら

れないから、これを大きく考慮することはできない。 

本件倉庫の２階には防火シャッターの降下位置に物品が置かれていてその閉鎖障

害が生じた箇所が合計で１０か所あったところ（甲１５の１）、これについても２、

３階の延焼に一定程度寄与したものと認められ、１審原告は本件火災以前の消防用

設備の点検の際に複数の防火シャッターの降下位置に物品が置かれており降下障害

になるとの指摘を受けたことがあること（甲１５の１、甲１７、乙１５）に照らす

と、１審原告の落ち度として過失相殺において考慮すべき事情といえる。もっとも、
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２階に延焼した後の更なる延焼に係る事情でもあり、損害の拡大に寄与した程度は

大きいものとは認められないから、これを大きく考慮することはできない。 

⑵ 上記の諸点を総合勘案した上で、さらに本件フォークリフトを運転していた

１審被告従業員の過失の程度が重くないことを考慮すると、損害の公平な分担の観

点から、１審原告の過失割合を３割５分と認めた過失相殺を行うのが相当である。

そうすると、前記２⒂についての過失相殺後の１審原告の損害は、９４億００８６

万２３８０円となる。 

なお、１審原告は同社が損害保険会社との間で締結していた保険に基づき当該損

害保険会社から４９億７３７９万７２５８円の本件火災による保険金を受領してい

るものの、これは損害賠償額の算定に際し、いわゆる損益相殺として控除すべき利

益にはあたらない。また、保険者は保険法２５条１項に基づく代位により被保険者

の第三者に対して有する損害賠償請求権を取得することがあり、その限りにおいて

第三者に対する損害賠償請求権を失うことがあるが、本件においては、同項に従っ

て計算しても、上記保険会社が１審原告に代位して１審被告に対する損害賠償請求

権を取得するものと認められないから、同項に基づく代位に関連して、１審原告が

損害賠償請求権を失うことはない。」 

 ⑿ 原判決４７頁１３行目の「損益相殺後の損害額５０億９３０６万７３８８円」

を「過失相殺後の損害額９４億００８６万２３８０円」に、１４行目の「５１億１

８５９万４２６８円」を「９４億２６３８万９２６０円」に、１５行目の「債務不

履行の日である平成２９年２月１６日」を「請求（甲１０の１ないし３）の日の翌

日である令和２年２月８日」にそれぞれ改め、１６行目の「（なお、」から１９行

目の「要しない。）」までを削り、１９行目末尾に「また、本件火災の失火者であ

る１審被告の従業員に重過失があったことを認めるには足りないから、その余の点

について判断するまでもなく、１審原告の予備的請求は理由がない。」を加え、２

０行目冒頭から２２行目末尾までを削る。 

３ 結論 
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以上のとおりであるから、１審原告の請求は、９４億２６３８万９２６０円及び

これに対する令和２年２月８日から支払済みまで年６分の割合による金員の支払を

求める限度で認容し、その余を棄却すべきところ、これと異なる原判決は失当であ

るから、１審原告の控訴に基づき原判決を上記のとおり変更し、１審被告の控訴は

理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 

 東京高等裁判所第１６民事部 

 

       裁判長裁判官  土  田  昭  彦 

 

 

裁判官  大  寄     久 

 

 

          裁判官  園  部  直  子 
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別紙【損害一覧表】は記載を省略 


